
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
新
旧
対
照
条
文

○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

（
積
載
式
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
の
特
例
）

（
積
載
式
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
五

（
略
）

第
二
十
四
条
の
五

（
略
）

１
～
３

（
略
）

１
～
３

（
略
）

４

国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
積
載
式
移
動

タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら

第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用

し
な
い
。

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
積
載
式
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

５

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
積
載
式
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

の
特
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
特
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク

一
～
四

（
略
）

が
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号

（
す
み
金
具
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

一
～
四

（
略
）

（
ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
等
の
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
等
の
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
八

ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
等
を
貯
蔵
し
、
又
は

第
二
十
四
条
の
八

ア
ル
キ
ル
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
等
を
貯
蔵
し
、
又
は

取
り
扱
う
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
令
第
十
五
条
第
四
項
の
規

取
り
扱
う
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
令
第
十
五
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
特

定
に
よ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
特

例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
（
積

一
～
五

（
略
）

載
式
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
に
限
る
。
）
が
国

際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
（

す
み
金
具
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号



（
外
面
の
塗
装
及
び
文
字
の
色
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

一
～
五

（
略
）

六

第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

六

第
二
十
四
条
の
五
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
は
、
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
荷
重
の
四
倍
の

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
は
、
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
荷
重
の
四
倍
の

せ
ん
断
荷
重
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
緊
締
金
具
及
び
す
み
金

せ
ん
断
荷
重
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
緊
締
金
具
及
び
す
み
金

具
を
設
け
る
こ
と
。

具
を
設
け
る
こ
と
。

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
等
の
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

（
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
等
の
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
九

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

第
二
十
四
条
の
九

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
等
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り

扱
う
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
令
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に

扱
う
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
係
る
令
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
特
例
は

よ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
掲
げ
る
基
準
を
超
え
る
特
例
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
（
積
載
式

一
～
二

（
略
）

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
に
限
る
。
）
が
国
際
海

事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し

な
い
。

一
～
二

（
略
）

（
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
九
の
三

国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の
運

送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵

所
に
係
る
令
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
、
第

二
項
及
び
第
四
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
は
、
こ
の
条
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所
に
つ
い
て
は
、
令
第
十
五
条
第
一

項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、

第
二
十
四
条
の
五
第
四
項
第
一
号
、
第
二
号
（
す
み
金
具
に
係
る



部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
四
号
、
第
二
十
四
条
の
八
第
一
号
か
ら

第
六
号
（
す
み
金
具
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
ま
で
、
第
七
号
及

び
第
八
号
（
外
面
の
塗
装
及
び
文
字
の
色
に
係
る
部
分
に
限
る
。

）
並
び
に
第
二
十
四
条
の
九
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
運
転
要
員
の
確
保
）

（
運
転
要
員
の
確
保
）

第
四
十
七
条
の
二

令
第
三
十
条
の
二
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め

第
四
十
七
条
の
二

令
第
三
十
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
次

る
長
時
間
に
わ
た
る
お
そ
れ
が
あ
る
移
送
は
、
移
送
の
経
路
、
交

の
式
の
Ｄ
の
値
が
一
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
値
が
一
と
な
る
距

通
事
情
、
自
然
条
件
そ
の
他
の
条
件
か
ら
判
断
し
て
、
次
の
各
号

離
以
内
ご
と
に
交
代
す
る
た
め
の
運
転
要
員
を
確
保
し
な
け
れ
ば

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
移
送
と
す
る
。

な
ら
な
い
。

一

一
の
運
転
要
員
に
よ
る
連
続
運
転
時
間
（
一
回
が
連
続
十
分

以
上
で
、
か
つ
、
合
計
が
三
十
分
以
上
の
運
転
の
中
断
を
す
る

こ
と
な
く
連
続
し
て
運
転
す
る
時
間
を
い
う
。
）
が
、
四
時
間

こ
の
式
に
お
い
て

及

び

は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を

を
超
え
る
移
送

表
す
も
の
と
す
る
。

二

一
の
運
転
要
員
に
よ
る
運
転
時
間
が
、
一
日
当
た
り
九
時
間

高
速
自
動
車
国
道
（
道
路
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す

を
超
え
る
移
送

る
高
速
自
動
車
国
道
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
移

送
距
離
（
単
位

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

高
速
自
動
車
国
道
以
外
の
道
路
に
よ
る
移
送
距
離
（
単

位

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
試
験
科
目
）

（
試
験
科
目
）

第
五
十
五
条

第
五
十
五
条

１
～
６

（
略
）

１
～
６

（
略
）

７

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
五
年
以
上

７

丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
五
年
以
上

消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
、
か
つ
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二

消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
、
か
つ
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
四
項
の
消
防
学
校
の

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
四
項
の
消
防
学
校
の

教
育
訓
練
の
う
ち
基
礎
教
育
（
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
（

教
育
訓
練
の
う
ち
普
通
教
育
（
消
防
学
校
の
教
育
訓
練
の
基
準
（

平
成
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
三
号
）
第
三
条
第
三
項
の
基
礎
教
育

昭
和
四
十
五
年
消
防
庁
告
示
第
一
号
）
第
二
条
第
三
項
の
普
通
教

を
い
う
。
第
五
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
専
科
教
育
（
同

育
を
い
う
。
第
五
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
専
科
教
育
（



基
準
第
三
条
第
四
項
の
専
科
教
育
を
い
う
。
第
五
十
七
条
に
お
い

同
基
準
第
二
条
第
四
項
の
専
科
教
育
を
い
う
。
第
五
十
七
に
お
条

て
同
じ
。
）
の
警
防
科
（
同
基
準
第
九
条
第
一
項
の
警
防
科
を
い

い
て
同
じ
。
）
の
警
防
科
（
同
基
準
別
表
第
五
第
一
項
の
警
防
科

う
。
第
五
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
も
の
に
つ
い

を
い
う
。
第
五
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
も
の
に

て
は
、
第
三
項
第
一
号
の
試
験
科
目
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

つ
い
て
は
、
第
三
項
第
一
号
の
試
験
科
目
を
免
除
す
る
も
の
と
す

る
。

（
受
験
手
続
）

（
受
験
手
続
）

第
五
十
七
条

（
略
）

第
五
十
七
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

第
五
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
一
部

二
の
二

第
五
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
試
験
科
目
の
一
部

の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

五
年
以
上
消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

イ

五
年
以
上
消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類

書
類

ロ

基
礎
教
育
又
は
専
科
教
育
の
警
防
科
を
修
了
し
た
こ
と
を

ロ

普
通
教
育
又
は
専
科
教
育
の
警
防
科
を
修
了
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類

証
明
す
る
書
類

三

（
略
）

三

（
略
）

（
保
安
の
た
め
の
措
置
）

（
保
安
の
た
め
の
措
置
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二

（
略
）

第
六
十
二
条
の
二
の
二

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

危
険
物
の
貯
蔵
管
理
等
の
状
況
が
次
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
す

二

危
険
物
の
貯
蔵
管
理
等
の
状
況
が
次
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
す

べ
て
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

べ
て
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
底
部
の
腐
食
率
（
底
部
の
板
が

ニ

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
底
部
の
腐
食
率
（
底
部
の
板
が

腐
食
に
よ
り
減
少
し
た
値
を
板
の
経
過
年
数
で
除
し
た
値
を

腐
食
に
よ
り
減
少
し
た
値
を
板
の
経
過
年
数
で
除
し
た
値
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
一
年
当
た
り
〇
・
〇
五
ミ
リ
メ
ー

い
う
。
）
が
一
年
当
た
り
〇
・
〇
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で

ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

ホ
～
ヌ

（
略
）

ホ
～
ヌ

（
略
）

三

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
腐
食
量
（
底
部
の
板
が
腐
食
に
よ

り
減
少
し
た
値
を
い
う
。
）
に
係
る
管
理
等
の
状
況
が
次
の
イ



か
ら
ル
ま
で
の
す
べ
て
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の

イ

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
底
部
の
板
厚
予
測
値
が
適
正
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
。

ロ

腐
食
の
発
生
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
貯
蔵
条
件
の
変
更

を
行
わ
な
い
こ
と
。

ハ

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
底
部
の
腐
食
率
が
一
年
当
た
り

〇
・
〇
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
内
部
の
腐
食
を
防
止
す
る
た
め

の
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
ガ
ラ
ス
フ
レ
ー
ク
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
又
は

ガ
ラ
ス
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
に
限
る
。
）

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

ホ

危
険
物
が
加
温
貯
蔵
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

ヘ

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
基
礎
内
部
に
浸
透
し
た
水
を
排

除
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
底
部
の
外
面
の
腐
食
を
防
止
す

る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

チ

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
構
造
上
の
影
響
を
与
え
る
お
そ

れ
の
あ
る
補
修
又
は
変
形
が
な
い
こ
と
。

リ

著
し
い
不
等
沈
下
が
な
い
こ
と
。

ヌ

地
盤
が
十
分
な
支
持
力
を
有
す
る
と
と
も
に
沈
下
に
対
し

十
分
な
安
全
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ル

特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
維
持
管
理
体
制
が
適
切
で
あ
る

こ
と
。

（
保
安
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
の
市
町
村
長
等
が
定

（
保
安
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
の
市
町
村
長
等
が
定

め
る
期
間
等
）

め
る
期
間
等
）

第
六
十
二
条
の
二
の
三

令
第
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省

第
六
十
二
条
の
二
の
三

令
第
八
条
の
四
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
長
等
が
定
め
る
期
間
は
、
前

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
町
村
長
等
が
定
め
る
期
間
は
、
前

条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
が
講
じ

条
に
規
定
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
年
と
、
第
三

ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
年
と
す
る
。
な
お
、
当
該
期
間
は



号
に
規
定
す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め

、
令
第
八
条
第
二
項
の
完
成
検
査
（
法
第
十
一
条
第
一
項
前
段
の

ら
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
三
年
と
す
る
。
な
お
、
当
該
期
間

規
定
に
よ
る
設
置
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た
日

は
、
令
第
八
条
第
二
項
の
完
成
検
査
（
法
第
十
一
条
第
一
項
前
段

又
は
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し
く

の
規
定
に
よ
る
設
置
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
た

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関
す
る
検
査
を
受
け
た
日
の
翌

日
又
は
直
近
に
お
い
て
行
わ
れ
た
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
若
し

日
か
ら
起
算
し
て
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
に
関
す
る
検
査
を
受
け
た
日
の

後
最
初
に
受
け
る
べ
き
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

翌
日
か
ら
起
算
し
て
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ

保
安
に
関
す
る
検
査
の
日
ま
で
と
す
る
。

た
後
最
初
に
受
け
る
べ
き
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
保
安
に
関
す
る
検
査
の
日
ま
で
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
に
規
定

２

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
に
規
定

す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
旨
を
記
載
し
た
別
記
様

す
る
保
安
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
旨
を
記
載
し
た
別
記
様

式
第
二
十
六
の
二
、
別
記
様
式
第
二
十
六
の
三
又
は
別
記
様
式
第

式
第
二
十
六
の
二
又
は
別
記
様
式
第
二
十
六
の
三
の
申
請
書
を
市

二
十
六
の
四
の
申
請
書
を
市
町
村
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

町
村
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
特
殊
液
体
危
険
物
タ
ン
ク
）

（
特
殊
液
体
危
険
物
タ
ン
ク
）

第
六
十
二
条
の
二
の
四

令
第
八
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
第
六
十
二
条
の
二
の
四

令
第
八
条
の
四
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省

令
で
定
め
る
特
殊
液
体
危
険
物
タ
ン
ク
は
、
地
中
タ
ン
ク
と
す
る

令
で
定
め
る
特
殊
液
体
危
険
物
タ
ン
ク
は
、
地
中
タ
ン
ク
と
す
る

。

。
第
六
十
二
条
の
五
の
二

製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
の
う
ち
危
険
物

第
六
十
二
条
の
五
の
二

令
第
八
条
の
五
第
一
号
、
第
二
号
、
第

を
取
り
扱
う
タ
ン
ク
（
地
盤
面
下
に
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
製
造
所
等
に
係
る
定
期
点
検
は
、

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
埋
設
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
を
有

第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
と
こ

す
る
も
の
、
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
並
び
に
給
油
取
扱
所
の
う
ち
専

ろ
に
よ
り
、
令
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
下
貯

用
タ
ン
ク
又
は
廃
油
タ
ン
ク
等
（
令
第
十
七
条
第
五
号
に
規
定
す

蔵
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例

る
廃
油
タ
ン
ク
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（

に
よ
る
場
合
及
び
こ
れ
を
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す

す
る
場
合
並
び
に
令
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
イ
及
び
同
条
第

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
を
有
す

二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

る
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条

の
条
に
お
い
て
「
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
及
び
令
第

の
四
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次

十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
重
殻
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一



の
各
号
に
掲
げ
る
地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
を
有
す
る
製
造
所
等
の
区

項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
及
び
こ
れ
を
令

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
タ
ン
ク
本
体
及
び
設
備
の
漏
れ

第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
令
第
十
七

の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
第
一
項
第
六
号
イ
及
び
同
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の

一

製
造
所

例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
二
重
殻
タ

イ

地
下
埋
設
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お

ン
ク
」
と
い
う
。
）
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
の
漏
れ

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
令
第
十
三
条
第
二
項
第

の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を

掲
げ
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
若
し
く
は
そ
の
部
分
又
は
二
重
殻
タ

除
く
。
）

ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限

ロ

地
下
埋
設
タ
ン
ク
（
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お

り
で
な
い
。

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
令
第
十
三
条
第
二
項
第

一

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
次
の
イ
又
は

一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

ロ
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の

）
と
間
げ
き
を
有
す
る
よ
う
に
被
覆
し
た
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ

イ

二
重
殻
タ
ン
ク
の
内
殻

ク
製
の
外
殻
（
当
該
間
げ
き
に
当
該
タ
ン
ク
の
漏
れ
を
検
知

ロ

危
険
物
の
微
少
な
漏
れ
を
検
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を

す
る
た
め
に
液
体
が
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

二

一
般
取
扱
所

る
も
の

イ

地
下
埋
設
タ
ン
ク
（
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

二

二
重
殻
タ
ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
の
う
ち

す
る
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

、
当
該
外
殻
と
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
と
の
間
げ
き
に
危
険
物
の

る
も
の
と
さ
れ
る
令
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に

漏
れ
を
検
知
す
る
た
め
の
液
体
が
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の

掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

地
下
埋
設
タ
ン
ク
（
令
第
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
令
第
九
条
第
一
項
第
二
十
号
ハ
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ
る
令
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
間
げ
き
を
有

す
る
よ
う
に
被
覆
し
た
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
（
当

該
間
げ
き
に
当
該
タ
ン
ク
の
漏
れ
を
検
知
す
る
た
め
に
液
体

が
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

三

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

イ

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
（
令
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）



ロ

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
（
令
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲

げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
間
げ
き

を
有
す
る
よ
う
に
被
覆
し
た
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻

（
当
該
間
げ
き
に
当
該
タ
ン
ク
の
漏
れ
を
検
知
す
る
た
め
に

液
体
が
満
た
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

四

給
油
取
扱
所

イ

専
用
タ
ン
ク
等
（
令
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
イ
又
は
同

条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る

令
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

専
用
タ
ン
ク
等
（
令
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
イ
又
は
同

条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る

令
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
間
げ
き
を
有
す
る
よ
う
に
被
覆

し
た
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
（
当
該
間
げ
き
に
当
該

タ
ン
ク
の
漏
れ
を
検
知
す
る
た
め
に
液
体
が
満
た
さ
れ
て
い

る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
の
点
検
は
、
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
二
重
殻
タ
ン
ク
の
強

２

前
項
の
点
検
は
、
地
下
埋
設
タ
ン
ク
等
を
有
す
る
製
造
所
等
に

化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
下
貯

つ
い
て
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
法
第
十
一
条
第
一

蔵
タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
製
造
所
等
に
つ
い
て
令
第

項

後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
六

八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
法
第
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規

十
二
条
の
五
の
四
ま
で
に
お
い
て
「
変
更
の
許
可
」
と
い
う
。
）

定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
六
十
二
条
の
五
の

に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
下
埋
設
タ
ン
ク
、
地
下
貯
蔵

四
ま
で
に
お
い
て
「
変
更
の
許
可
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に

タ
ン
ク
、
専
用
タ
ン
ク
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
下
埋
設

つ
い
て
は
、
当
該
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も

タ
ン
ク
等
」
と
い
う
。
）
又
は
前
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ロ
、
第

の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
当
該
地

三
号
ロ
若
し
く
は
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
外
殻
（
以
下
こ
の
項
に

下
貯
蔵
タ
ン
ク
等
に
つ
い
て
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
、
次

お
い
て
「
外
殻
」
と
い
う
。
）
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
を
超

る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
地
下
埋
設
タ
ン

え
な
い
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ク
等
若
し
く
は
外
殻
に
つ
い
て
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
一

一

地
下
貯
蔵
タ
ン
ク

一
年
（
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
十

年
を
超
え
な
い
日
ま
で
の
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

五
年
を
超
え
な
い
も
の
又
は
危
険
物
の
漏
れ
を
覚
知
し
そ
の
漏

い
。



え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
年
）

二

二
重
殻
タ
ン
ク
の
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
外
殻

三
年

第
六
十
二
条
の
五
の
三

製
造
所
等
の
う
ち
地
盤
面
下
に
設
置
さ
れ

第
六
十
二
条
の
五
の
三

製
造
所
等
の
う
ち
地
盤
面
下
に
設
置
さ
れ

た
配
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
埋
設
配
管
」
と
い
う
。

た
配
管
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
下
埋
設
配
管
」
と
い
う
。

）
を
有
す
る
も
の
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規

）
を
有
す
る
も
の
に
係
る
定
期
点
検
は
、
第
六
十
二
条
の
四
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
地
下
埋

定
に
よ
る
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
令
第
八
条
第

設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

地
下
埋
設
配
管
又
は
そ
の
部
分
の
う
ち
、
危
険
物
の
微
少
な
漏
れ

、
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
変
更
の
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
検
知
し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る

の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い
て
当
該
地
下
埋
設
配
管
の

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な

漏
れ
の
点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
日
ま
で
の
間
に

い
。

一
回
以
上
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
漏
れ
の
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
点
検
は
、
地
下
埋
設
配
管
を
有
す
る
製
造
所
等
に
つ

い
て
令
第
八
条
第
三
項
の
完
成
検
査
済
証
（
変
更
の
許
可
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
下
埋
設
配
管
の
変
更
の
許
可
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
直
近
に
お
い

て
前
項
の
点
検
を
行
つ
た
日
か
ら
一
年
（
完
成
検
査
を
受
け
た

日
か
ら
十
五
年
を
超
え
な
い
も
の
又
は
危
険
物
の
漏
れ
を
覚
知

し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
年
）
を
超
え
な
い
日

ま
で
の
間
に
一
回
以
上
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
分
は
次
の
ペ
ー
ジ
以
降







○

こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
五
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
普
通
教
育
又
は
専

科
教
育
の
警
防
科
を
修
了
し
た
者
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十

五
条
第
七
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
基
礎
教
育
又
は
専
科
教
育
の
警
防
科
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
丙
種
危
険
物
取
扱
者
試
験
の
受
験
願
書
及
び
こ
れ
に
添
付
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
五
十
七
条
第
二
号
の
二
ロ
の
規
定
及
び
別
記

様
式
第
二
十
五
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
消
防
法
第
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
設
置
に
係
る
許
可
を
受
け
、
又
は
当
該
許
可
の
申
請
が
さ
れ
て

い
た
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
（
以
下
「
既
設
の
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
は
、
新
規
則
第
六
十
二

条
の
五
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
六
十
二
条
の
五
の
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
危
険
物
の
漏
れ
を
覚
知

し
そ
の
漏
え
い
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
告
示
で
定
め
る
措
置
」
と
み
な
す
。

一

既
設
の
製
造
所
等
に
設
け
ら
れ
た
漏
え
い
検
査
管
に
よ
り
一
週
間
に
一
回
以
上
危
険
物
の
漏
れ
を
確
認
し
て
い
る
と
と
も
に
、
地
下
貯
蔵

タ
ン
ク
及
び
地
下
埋
設
配
管
に
電
気
防
食
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
又
は
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
及
び
地
下
埋
設
配
管
が
設
置
さ
れ
る
条
件

の
下
で
腐
食
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

既
設
の
製
造
所
等
に
設
け
ら
れ
た
漏
え
い
検
査
管
を
用
い
る
と
と
も
に
、
危
険
物
の
貯
蔵
・
取
扱
数
量
の
百
分
の
一
以
上
の
精
度
で
在
庫

管
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
一
週
間
に
一
回
以
上
危
険
物
の
漏
れ
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
既
設
の
製
造
所
等

の
所
有
者
、
管
理
者
又
は
占
有
者
は
、
危
険
物
の
在
庫
管
理
に
従
事
す
る
者
の
職
務
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
、
当
該
者
に
対
す
る
教
育
に

関
す
る
こ
と
並
び
に
在
庫
管
理
の
方
法
及
び
危
険
物
の
漏
れ
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
取
る
べ
き
措
置
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
計
画
を
定
め
、
市
町
村
長
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


